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安心安全なくらしを守り続けるために、何をしなければいけないのか？何をしてはいけない

のか？パネル展示・ホール講演会・セミナー・イベントを通して、市内で活動している消費者

団体・関係機関のみなさんからの情報がいっぱい。子どもが楽しめるイベントもあります。 

 ぜひご来場ください‼ お待ちしております  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営協議会は『食料自給率を上げるのは私たち消費者！』を 

テーマにパネル展示します。
 

地産地消を広めるためにまちベジの応援、市内農

畜産物を紹介します。また「自給率がほぼ 100％の

米・米粉を食べよう！」と呼び掛け、米粉をおいし

く食べるレシピも紹介します。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

    【ホール講演会開催】 

２８日(土)１３：３０～１５：００ 

身近に起きている消費者問題   自分は大丈夫

と思っていませんか？ 基礎知識を笑って習得し、

かしこい消費者になりましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

              （文責・広報部） 

参加団体の催しも、講演会・セミナーや相談・実習講座・ワークショップなどなど盛りだくさん。 

事前予約が必要な催しもありますので、9/5発行（新聞折込）「消費生活センターだより特集号」 

に掲載する詳しいご案内をご覧ください。 

＊「消費生活センターだより特集号」は公共施設にも配置しています。           

♪「まちだすいとん」の無料提供、手作り品・町田の野菜・手作りパンの販売もあります。お楽しみに♪  

報部） 

 

イベント情報はこちら 



町田市消費生活センター 相談専用電話 042-722-0001 

《消費生活センター 今後のイベント予定》 

「町田市防災アンバサダー・ずぼらままの防災術」 
9/4（水）午後 1時～午後３時 町田市民フォーラム４階 第２学習室 

【お問合せ先】町田市消費生活センター  ０４２－７２５－８８０5 

 

まちだくらしフェア２０２４にぜひお越しください！！ 
 

９月２７日（金）・２８日（土）  １０：００～１６：００ 
場所  町田市民フォーラム３F・４F 

 

 

 

 

 

 

 町田市などの行政から委託されたので給湯器や、

ブレーカー、排水管などの点検をするという電話の

後に来訪。その業者から機器の交換や清掃・修理の

契約を勧誘されたという相談が増えています。 

  

《事例１》 

今日、「町田市に委託され無料でガス給湯器の点

検をする」と電話があった。いつも点検してもらっ

ている業者と思い来訪の予約をした。その後いつも

の業者に連絡したらその予定はないと言われた。断

りたいが連絡先が分からない。 

 

《事例２》 

 「町田市から委託されたのでブレーカーの無料点

検を行っている」と電話があり了解した。本当に町

田市が関係しているのか。事業者名は声が小さく聞

き取れなかった。 

 

《事例３》 

 町田市の下水道部から依頼されたと業者が来訪

し、有料で排水管の点検と清掃をすると勧誘され

た。市役所からのお知らせは来ておらず不審だ。 

 

《アドバイス》 

 相変わらず点検商法の相談が多く入っています

が、勧誘の際に「町田市に委託された」と言って近

づく事業者がいます。個人宅の給湯器やブレーカー

の点検を町田市が業者に委託することはありませ

ん。また、市や市の委託業者が、有料で宅地内の排

水設備（下水配管・ます等）に関して、点検・清

掃・修理などを行うことは一切ありません。町田市

の下水道部によると、市の管理である宅地内の公共

汚水ますについて、業者が有料の清掃を勧める事例

も発生しているとのことで注意が必要です。 

事例１，２は事業者が来訪したら、ドアを開けずに

インターフォン越しに断るよう助言しました。 

事例３は虚偽のセールストークなので断るよう助言

しました。 

 町田市などの行政から委託されたと聞くと信用し

がちですが、鵜呑みにせず、不審な場合には消費生

活センターまでお問合せください。 

相談室
町田市をかたった 

点検商法に 

ご注意！！ 

   

リチウムイオン電池を 

使用した製品の取扱いに注意！！ 

 
まだまだ暑い日が続いていますが、独立行政法人

製品評価技術基盤機構ｎｉｔｅが、真夏の製品事故

アラートとして、リチウムイオン電池を使用したモ

バイルバッテリーと携帯用扇風機の取り扱いについ

て注意喚起をしています。 

 

☆モバイルバッテリー 

 リチウムイオン電池を使用している製品は熱（暑

さ）が苦手です。暑くなりやすいところや、直射日光

が当たるようなところに放置すると、バッテリーが

熱暴走して、発火に至るおそれがあります。特に高温

となる自動車内や、直射日光の当たる窓際などに放

置しないでください。 

☆携帯用扇風機 

 外部からの強い衝撃で電池内部が破れ、ショート

することにより、破裂や発火する場合があります。落

とすなど、強い衝撃を与えないよう注意してくださ

い。異常を感じた場合には、直ちに使用を中止してく

ださい。 
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